
【物件】東大阪市中小阪一丁目２３番及び３２番 

土 地 売 払 案 内 書

東大阪市建築部住宅政策室総務管理課



ご 案 内 

次の要領で、市有地売払い一般競争入札を行います。入札に参加される方は、 

この案内書をよくお読みのうえお申込みください。 
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一 般 競 争 入 札 と は

  地方公共団体が土地を売り払うときに行う方法で、参加者が購入しようとする金額を 

入札書に記入していただき、本市で設定した最低売却価格以上で、最高の金額で入札 

された方を落札者として、契約を締結いたします。 

最低売却価格 

１６５,3００,０００円 
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市有地売払の概要及び要領

Ⅰ 物 件

〇入札に付する物件 

※物件内の市道については令和５年度に廃止済です。（現在は道路に該当せず） 

〇用途地域等 

 中小阪一丁目２３番 中小阪一丁目３２番 

用 途 地 域 第一種住居地域 準住居地域（一部、第一種住居地域） 

建 ぺ い 率 ６０％ 

容 積 率 ２００％ 
準 住 居 地 域  ３００％ 

第一種住居地域  2００％ 

そ の 他 準防火地域    宅地造成等工事規制区域 

〇物件上の建物（要解体撤去） 

構造・階数・棟数 延床面積 建築時期 

木造 平屋建 ６棟（８戸） 約23６．４2㎡  （別途増築部あり） 昭和2６年頃 

※未登記につき家屋番号は無し 

※物件上の建物に関する記載は現場調査を基にした標示であり、実際と異なる場合があ

ります。現場との相違を確認した場合においても、市は売買代金の変更や損害賠償には

応じられません。 

所 在 地 
登記 

地目 
地 積 

最低売却 

価   格 
備 考 

東大阪市 

中小阪一丁目２３番 

(住居表示： 

中小阪一丁目９番街区) 

宅地 ７８７.１９㎡ 

１６５,3００,０００

円 

建 物 付 

(旧市営住宅) 

東大阪市 

中小阪一丁目３２番 

(住居表示： 

中小阪一丁目８番街区) 

宅地 3９０.９０㎡ 

（合計）  １,１７８．０９㎡ 

-1-



Ⅱ 現 場 見 学 会

下記日時に現場見学会を行います。入札への参加を検討される方は、前日までに所定の

様式（現場見学会参加申込書）にて下記「（３）質問回答」の宛先へメールで申込みをした

上で、現場見学会にご参加ください。メールの件名は【現場見学会参加申込】としてくだ

さい。また、メール到達確認のため、送信後に電話連絡をお願いします。（総務管理課 TEL：

０６-４３０９-３２３１） 

なお、やむを得ず現場見学会に参加できない場合は、土地買受申込みの際に所定の様式

による申立書を提出してください。 

（１） 日 時  : 令和７年９月３０日（火） 時間は総務管理課が決定する。 

（２） 場 所  : 現  地 

※現地に駐車場はありませんので、公共交通機関等をご利用ください。※路上駐車不可

※現場見学会は１回限りですので、入札に参加される方は開始時間に集合してください。 

※現場見学会当日お渡しする入札書は、入札の日まで大切に保管しておいてください。 

※現地見学会に参加できない方は、入札の日までに入札書を総務管理課の窓口まで取り

に来てください。 

※現場見学会では質疑応答は行いません。 

（３） 質問・回答  

現場見学会の後、物件に関する質問については次の要領で行ってください。   

質 問 方 法 質問書（所定様式）をＥメールで提出 

受 付 期 間 令和７年９月３０日(火) ～ 令和７年１０月７日(火)午後５時

宛 先
東大阪市 建築部 住宅政策室 総務管理課  

Email：somukanri@city.higashiosaka.lg.jp 

回 答 方 法 本市ウェブサイト上で質問及びその回答を公開します。 

回 答 予 定 日 令和７年１０月１４日（火） 

※公平を期すため、上記要領によらない物件に関する質問については一切回答できませ

んのでご了承ください。 

※Ｅメール到達確認のため、送信後に電話確認をお願いします。 

（総務管理課 TEL：０６-４３０９-３２３１） 

Ⅲ 土 地 買 受 申 込 み

１ 申込人の資格 

次の①から⑩までのいずれにも該当しない者であること。 

 ① 成年被後見人 

 ② 民法の一部を改正する法律（平成１１年法律第１４９条）附則第３条第３項の規定に

よりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法（明治２９年法律第８

９号）第１１条に規定する準禁治産者 
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 ③ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 

 ④ 民法第１７条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補

助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者 

 ⑤ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得て

いない者 

 ⑥ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者又

は破産者で復権を得ていない者 

 ⑦ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）

第５条第１項に規定する観察処分を受けた団体及びその役職員又は構成員 

 ⑧ 東大阪市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けている者 

 ⑨ 東大阪市暴力団排除条例（平成２４年３月３０日東大阪市条例第２号）第２条第１号

から第３号の規定に該当する者及び同規定に掲げる者から委託を受けた者や関係団体 

 ⑩ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすお

それのある団体に属する者 

２ 買受申込みの受付 

土地買受希望者は、持参又は郵送で次のとおり必要書類を提出し買受申込みを行ってく

ださい。なお、郵送の場合は配達証明付書留郵便に限るものとし、提出期限日必着で提出し

てください。 

※郵送を行った際、その旨を総務管理課（TEL：06-4309-3231）まで連絡してください。

なお、理由の如何を問わず期限内に総務管理課まで書類が到着しない場合や書類に不備が

ある場合は受付ができませんので、十分余裕を持って提出してください。 

（１）受付日時：令和７年１０月２４日(金)から令和７年１０月３１日(金)まで

    （午前９時～正午 ／ 午後１時～午後４時） 

（２）受付場所：東大阪市荒本北一丁目１番１号 東大阪市役所 １５階         

東大阪市 建築部 住宅政策室 総務管理課 TEL 06-4309-3231（直通） 

（３）買受申込みに必要な書類 

① 土地買受申込書 

② 誓約書（法人の場合はさらに役員名簿を添付してください） 

③ 申立書（現場説明会に不参加の場合） 

④ その他添付書類 

個人の場合 

各１通 

１．住民票 

２．印鑑登録証明書 

法人の場合 

各１通 

１．履歴事項全部証明書（法人登記簿謄本） 

２．印鑑証明書 

共同買受の場合 
１．代表者選任届 

２．申込者全員の上記書類 
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（注意事項） 

（ⅰ）住民票及び各証明書は発行後３ヶ月以内のものに限ります。 

（ⅱ）申込みのため提出された書類等は、その事由の如何にかかわらず返還いたしま

せん。 

（４）申込み手続きにおける注意事項 

① 実地及び土地の地積及び公法上の規制等を十分確認した上で、申込みしてください。 

② 本案内書及び市有財産売買契約書、土地調書の各条項をよく読んで承知の上「土地買

受申込書」に必要事項を正確に記入及び押印（印鑑登録の印）し、所定の添付書類を

添えて受付場所に持参又は郵送で提出し、入札参加の手続きをしてください。 

③ 申込み手続きを済ましていない者は、入札参加資格がありません。 

④ 落札者の決定後に「土地買受申込書」に記入している買受申込人と異なる名義での契

約及び登記はできません。 

Ⅳ 入 札

１ 入札日時及び場所 

（１）日 時  令和７年１１月７日（金） 午前１０時３０分～ 

（２）場 所  東大阪市役所 本庁舎別館２階 入札室 

※入札時刻の３０分前より受付します。 

※入札参加する物件の入札時刻５分前には入札保証金の納付手続きを完了してください。 

※買受申込みをした後、入札への参加を取りやめる場合は、必ず入札日の前日までに連絡

してください。なお、その場合でも提出いただいた書類の返還には応じられません。 

○入札当日持参していただくもの 

入 札 書 
現場見学確認印が押印されたもの 

（現場見学会で配布または別途窓口にて配布） 

入 札 保 証 金 保証小切手で納付。落札者を除き開札後に還付します。 

入札保証金納付書 
現場見学会で配布したもの 

（ウェブサイトからもダウンロード可） 

申 込 人 の 印 鑑  印鑑登録の印（委任状提出者は代理人の印鑑で可） 

委 任 状 
 代理人により入札しようとする場合必要 

(実印を持参しない場合は委任状が必要) 

２ 入札保証金 

（１）入札保証金の受付 

  入札に参加するためには、入札保証金（保証小切手）の納付が必要です。入札当日の受 

付時に受領いたしますのでご用意ください。 
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（２）入札保証金の額 

入札者は、入札保証金として、入札者が入札しようとする価格（最低売却価格以上）の

１００分の３以上の額（１，０００円未満切り上げ）を納付してください。 

〔例：９２，６４５，０００円で入札する場合の入札保証金〕 

①９２，６４５，０００円 ×３／１００    ＝   ２，７７９，３５０円 

②１,０００円未満切り上げ処理         ２，７８０，０００円 

③必要な入札保証金額        ２，７８０，０００円以上

（３）入札保証金の納付方法 

入札保証金は、保証小切手（電子交換所に加盟する金融機関が振り出し、発行日から 

１０日以内のものに限る。）で納付してください。線引小切手での納付を希望される場合

は、「一般線引の持参人払い」に限ります。（特定線引き小切手は不可） 

小切手の見本 

〇入札保証金は保証小切手で納付してください。 

〇保証小切手は、金融機関が自己を支払人として振り出すものです。 

〇一般には、金融機関に現金を持参するか、定期預金を担保にして、保証小切手を作

成することができます。 

（注） 

１.支払人、振出人が同一金融機関となっていること。 

２.納付日（入札日）において、振出日から１０日以内であること。 

３.電子交換所に加盟する金融機関が振り出したものであること。 

（４）入札保証金の取扱い 

① 入札保証金には利息を付しません。 

② 入札保証金は、落札者を除き開札後、納付場所において還付します。 

③ 落札者には、契約締結後に還付します。（契約保証金に充当することもできます。） 

④ 落札者の決定後、落札者がその権利を放棄したときは、納付された入札保証金は市に

帰属します。 

振出人 

支払人 

A000000 小  切  手 

支払地 〇〇〇市 

株式会社〇〇銀行 〇〇支店 

金 額  ￥０００，０００，０００※ 

上記の金額をこの小切手と引き換えに持参人へお支払いください 

振出日  令和  年  月  日    株式会社〇〇銀行 〇〇支店 

振出地  〇〇〇市                   支店長 〇〇 〇〇 

全国 ００００ 

００００-０００ 
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３ 入札要領 

（１）入札方法 

① 入札は一般競争入札で行います。入札書は現場説明会で配布した本市所定の様式を

使用してください。

② 入札執行官の説明終了後、入札書に入札保証金納付書を添付（代理人による入札の場

合は委任状も添付）し、入札箱に入れてください。 

③ 開札は入札者の面前で行い、本市の設定した最低売却価格以上の最高金額で入札し

た者を落札者とします。開札する際に入札者又はその代理人が不在の場合は、本市の指

定した職員が立ち会いのうえ開札します。この場合、異議の申し立てはできません。 

④ 落札となるべき同価格の入札者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者でくじを

引き落札者を決めます。 

この場合において、当該入札者の内、くじを引かない者があるときは、これに代えて

当該入札事務に関係ない職員にくじを引かせることができます。 

⑤ 落札の決定は、開札後直ちに行い、入札場所で通知します。 

⑥ 入札者は、提出した書類の書き換え、引き替え又は撤回することができません。 

※開札結果は、速やかに本市ウェブサイト等で公表します。また、入札の公平性・透明性

確保のため、入札内容（物件所在地、数量、入札者の住所・氏名（個人を除く）、入札金

額）をウェブサイト等で公表する予定ですので、参加者はこのことを了承した上で入札に

参加してください。 

（２）入札参加者の心得 

  入札執行官の指示に従ってください。 

  次の行為をした者は、入札の参加を認めません。 

① 公正な入札の執行を妨げる行為 

② 公正な価格の成立を害する行為 

③ 不正の利益を得るために連合する行為 

（３）入札の無効 

次に該当する入札は無効とします。 

① 入札参加資格のない者がした入札 

② 入札金額の訂正された入札 

③ 入札者又はその代理人が同一事項について、２通以上行った入札、又はこれらの者が

さらに他の者を代理して行った入札 

④ 同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札 

⑤ 不正行為によってなされたと認められる入札 

⑥ 入札保証金が納付されていない入札、又はその額が所定の額に達していない入札 

⑦ 入札書に入札金額（\マークを含む）、件名の表示、入札者の氏名及び押印のない入札、

申込人の印鑑登録の印又は受任者使用印を用いずに行った入札、又はこれらが明確で

ない入札 

⑧ 委任状を提出しないで代理人が行った入札 

⑨ 入札保証金納付書を添付していない入札 

⑩ 入札に関する条件に違反した入札 
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（４）入札の中止 

 次のような場合、入札を中止または入札期日を延期することがあります。 

① 不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき 

② 災害その他やむを得ない事由があるとき 

（５）入札参加者 

  当日、入札参加者は一件の申込みに対して、２名以内とします。なお、共同買受の場合

は１社あたり２名以内とします。 

Ⅴ 契 約

１ 契約の締結 

（１）契約予定者は、落札の決定の日から令和７年１１月２１日（金）までに、「市有財産

売買契約書」及びその他契約関係書類に記名押印のうえ、市に提出するとともに、契約

保証金を納付してください。 

（２）契約予定者が上記の契約締結の手続きを怠ったときは、契約の決定を取り消します。

また、納付した入札保証金は市に帰属することになります。 

（３）契約は提出された「市有財産売買契約書」に市長が記名押印したときに確定します。 

（４）落札者が契約を締結しない場合は、事後の入札に参加できない場合があります。 

２ 契約保証金 

（１）契約保証金の額は、契約金額の１００分の３以上の額とします。なお、入札保証金を

契約保証金に充当することが可能です。 

（２）契約予定者が契約保証金を納付しないときは、契約を取り消すことになります。この

場合、納付された入札保証金は本市に帰属することになります。 

（３）契約保証金は、保証小切手（電子交換所に加盟する金融機関が振り出し、発行日から

１０日以内のものに限る。）で納付してください。 

（４）契約保証金には、利息を付しません。 

（５）本市と契約を締結した者（以下「契約者」という。）が契約上の義務を履行しないと

きは、本契約を解除します。その場合納付した契約保証金は市に帰属することになりま

す。 

（６）契約保証金は、契約者がその債務を履行した後、還付します。 

（７）契約保証金は、売買代金に充当することができます。 
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３ 契約の履行 

（１）契約者は、契約金額の全額を契約締結の日から３０日以内に市の発行する納入通知書

により一括で市に納付してください。 

（２）「市有財産売買契約書」（２通のうち１通）には、契約金額に応じた額の収入印紙の

貼付（印紙税）が必要であり、契約者の負担となります。 

＊印紙税額一覧（国税庁ウェブサイトから抜粋。令和９年３月３１日まで適用） 

４ 土地の引渡し及び使用 

（１）土地の引渡しは売買代金が完納されたときにあったものとします。 

（２）引き渡しする土地は、現状有姿のまま引き渡しがあったものとし、売買物件の受領書

を市に提出してください。 

（３）土地の引き渡しの時までにおいて、引き渡しする土地が市の責に帰することができな

い事由により滅失し、又はき損した場合は、その損失は契約者の負担とします。 

（４）契約締結後、売買物件の面積の不足その他隠れた瑕疵（不適合）があることを発見し

ても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできませ

ん。 

５ 所有権移転及び登記 

（１）所有権の移転時期は、売買代金が完納されたときとします。 

（２）所有権移転の登記は、市が嘱託により行います。 

（３）所有権移転登記にあたり、５年間の買戻し特約を設定します。 

（４）所有権移転に要する登録免許税その他の費用は、契約者の負担とします。 

（５）所有権移転登記にあたり、履歴事項全部証明書（法人登記簿謄本）及び印鑑証明書が

必要となった場合は、速やかに提出してください。（買受申込の際に提出いただいて

いるものが有効期限切れ等の場合に再度提出を求める場合があります。）

記載された契約金額 税 額 

10 万円を超え 50 万円以下のもの 200 円 

50 万円を超え 100万円以下のもの 500 円 

100 万円を超え 500万円以下のもの 1 千円 

500 万円を超え 1,000 万円以下のもの  5 千円 

1,000 万円を超え 5,000 万円以下のもの 1 万円 

5,000 万円を超え 1億円以下のもの 3 万円 

1 億円を超え 5億円以下のもの 6 万円 

5 億円を超え 10 億円以下のもの 16 万円 

10 億円を超え 50 億円以下のもの 32 万円 

50 億円を超えるもの 48 万円 
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＊登録免許税額 

不動産の価額×１０００分の１５（令和８年３月３１日まで） 

不動産の価額は市が発行する価格通知書記載額もしくは登記官認定価額です。 

６ 公租公課 

所有権移転登記後の公租公課等は、契約者の負担とします。 

７ 届出義務 

契約者（契約者が死亡したときは、相続人）は、契約後、所有権移転の登記が完了するま

での間において、当該契約者が、以下のことに該当することとなったときは、市にその旨の

届出を速やかに行ってください。 

① 死亡（法人にあっては、解散又は合併） 

② 氏名（法人にあっては、名称又は代表者名）又は住所を変更したとき 

８ 契約解除 

（１）契約者が、本案内書及び市有財産売買契約書、土地調書の各条項に違反したとき、ま

たは契約を履行しないときは、市は契約を解除することができます。 

（２）上記により契約を解除したときは、その旨を文書で通知します。 

（３）上記の通知を受けた契約者は、市の指示する期間内に自己の費用で買い受けた土地を

原状に回復して、市に引き渡さなければなりません。 
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Ⅵ 土 地 利 用 条 件

１ 用 途 の 制 限 

 次に該当する行為は不可とする。 

① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業または性風俗

関連特殊営業を行うこと 

② 風俗営業または性風俗関連特殊営業に供することとなる土地の貸し付けまたはその他

権利の設定を行うこと 

③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号に規定する暴力団等の用に供すること 

④ 騒音、振動、粉塵、悪臭の発生等周辺の環境を悪化させる恐れがある施設の建設を行う

こと 

２ 建 物 解 体 撤 去 

 売却物件（２３番及び３２番）及び整備を行う道路上の建物の解体撤去（基礎及び付随す

る設備配管、フェンス、建物内部の生活廃材及び伐採後の樹木等含む）を契約日より１年以

内に契約者の責任において行うものとします。ただし、やむを得ない理由により期限内に完

了しない場合で、契約者が総務管理課と協議し、承諾を得た場合はこの限りでない。撤去に

あたってはアスベスト含有建材について、関係法令を遵守し十分注意のうえ撤去すること。 

３ 道 路 整 備 

売却物件に接面する道路(小阪３１号線、３９号線及び４１号線)における次に掲げる整

備を契約日より 2年以内に契約者の責任において行うことする。ただし、やむを得ない理由

により期限内に完了しない場合で、契約者が総務管理課と協議し、承諾を得た場合はこの限

りではない。 

整備に先立ち東大阪市土木部道路管理課(以下「道路管理課」とする。)と整備内容につい

て協議すること。協議完了後、道路管理課へ道路工事施行承認申請書を提出し、承認があっ

た後に施工し、完了検査に合格することとする。なお、完了検査等において是正指示があっ

た場合は、その指示に従うこと。道路の構造、形態、施工方法及び完了検査については、都

市計画法に基づく開発工事と同等のものとする。また、東大阪市中小阪一丁目２３番につい

ては必要であれば開発行為の許可を受けること。 

なお、東大阪市中小阪一丁目２３番の敷地中央の道路については、廃止をしており、建築

基準法上の道路ではないので敷地としての利用が可能である。 

① 既設アスファルト舗装は半幅復旧を基本とするが、敷地利用等により、全幅復旧の指導

があった場合は、その指導に従うこと。なお、交差点部分の復旧については、全面復旧

とすること。 

② アスファルト舗装については５号工とし、舗装材料は加熱アスファルトとすること。 

③ 既設側溝及び既設道路排水構造物については道路管理課及び東大阪市上下水道局下水

道部下水道維持管理課（以下、「下水道維持管理課」とする。）と協議し存置、移設、撤

去処分等の決定を行うこと。 

④ 道路境界に L型側溝等を新設し、それに伴う道路排水構造物を設置すること。構造及び
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設置間隔・設置箇所数・勾配は、道路管理課と協議すること。道路排水構造物は、下水

本管へ排水するものとし、下水道維持管理課と接続等について協議すること。  

⑤ 道路内の最終桝は敷地利用等が決まり次第、宅地内への移設もしくは撤去等（取付管を

含む）を行うこととし、その際、道路管理課及び下水道維持管理課と協議し、その指導

に従うこと。既設取付管を撤去する場合は、本管接続部で閉塞のこと。また、宅地内排

水がある場合は契約者にて処理すること。 

⑥ 売却物件内及び道路に隣接する既設電柱(本案内書１５頁 現況平面図参照(電柱Ａ～

E))の移設または撤去（以下、「移設等」とする。）については、敷地利用等が決まり次

第、契約者が道路管理課および電柱管理者（関西電力、NTT 西日本等）とそれぞれ協議

し、決定すること。移設等が必要な場合(指導があった場合)は、原則、完了検査(電柱Ｂ

～Ｅは都計法第３６条、電柱Ａは道路工事施行承認)までに契約者の負担で行うこと。 

⑦ 道路に面して、駐車場等の出入口を設置する場合は、道路工事施行承認基準の範囲内で

周辺の安全確保と交通状況に配慮して計画すること。出入口の位置・幅員等について、

契約者が道路管理課および大阪府布施警察署とそれぞれ協議し、その指導に従うこと。 

⑧ 道路工事に伴い、路面表示の復旧及び新設は事前に道路管理課及び大阪府布施警察署と

協議の上、復旧すること。 

⑨ 開発工事に該当しない工事については道路を舗装する前に、中間検査を受けること。総

務管理課、道路管理課及び下水道維持管理課等関係課の検査員立ち会いのもと、中間検

査において指摘を受けた項目については、完了検査までに是正工事を完了させること。 

⑩ 既設道路標識（本案内書１５頁 位置図参照(道路標識))の移設もしくは撤去（以下、「移

設等」とする。）については、敷地利用等が決まり次第、契約者が道路管理課および警察

とそれぞれ協議し、決定すること。移設等が必要な場合(指導があった場合)は、原則、

完了検査(道路工事施行承認)までに契約者の負担で行うこと。 

⑪ 給水管等の既設給水装置は敷地利用等が決まり次第、不要な給水装置は撤去等を行うこ

ととし、その際、道路管理課及び給水課と協議し、その指導に従うこと。給水装置を撤

去する場合は、本管分岐部で分岐止めを行うこと。 

４ その他 

① 都市計画法、建築基準法、景観法、東大阪市景観条例、東大阪市みどりの保全と緑化の

推進に関する条例等の関連法令および東大阪市開発指導要綱を遵守してください。また、

売却物件を利用するに当たっては、公序良俗に反することのないようにすること。 

② 契約者は、売却物件の計画について本案内書及び契約書に定める事項に適合したもので

あることの確認を総務管理課に受けること。 

③ 契約者は、開発行為に該当する場合は開発行為の許可申請に先立ち、開発許可申請手続

きにおける土地利用計画図等を総務管理課へ提出し、その計画について本案内書及び契

約書に定める事項に適合したものであることの確認を受けること。 

④ 契約者は建築確認申請に先立ち、建築計画図等を総務管理課へ提出し、その計画につい

て本案内書及び契約書に定める事項に適合したものであることの確認を受けること。 

⑤ 契約者は所管替え完了日から２年以内に関係法令及び土地利用条件を遵守する建物の

建設を完了させることを原則とする。 

⑥ 当該売却物件（２３番及び３２番）の道路境界線及び隣地境界線（塀等がある場合はそ

の面）から建物の壁面まで有効５０cm以上空けることに努めること。 

⑦ 建物の外壁や外構は落ち着いた色合いとすること。 
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⑧ 敷地内において緑化に努めること。 

⑨ 景観法または東大阪市みどりの保全と緑化の推進に関する条例に基づく届出対象行為

を行う場合は、東大阪市土木部みどり景観課まで届出を行うこととし、届出に対する指

示に従うこと。 

⑩ (a) 特定都市河川浸水被害対策法に規定する行為に該当する場合は、東大阪市土木部河 

川課において協議し、その許可条件に従うこと。 

(b) (a)に非該当の場合においても、東大阪市特定都市河川流域における浸水被害の防

止に関する条例に基づき、雨水流出抑制施設を設置すること。設置場所及び構造等につ

いては東大阪市上下水道局下水道部サービス推進室排水設備課と協議すること。 

(c) 上記（a）、（b）の適用について、各担当部局と協議のうえ確認すること。 

⑪ 物件上の建築物の石綿含有建築材料の使用の有無に関する調査は実施しておりません。

解体工事における事前調査等において、石綿含有建築材料の使用が認められた場合、大

気汚染防止法、石綿障害予防規則及び大阪府生活環境の保全等に関する条例等に基づき、

適切に手続き及び処理等を行うこと。 

⑫ 解体撤去および道路整備等において、境界標および境界杭を一旦撤去し、復旧する場合

は、必ず相手方と現地立会および確認を求め、同意を得たうえで契約者において施工す

ること。 

⑬ 解体工事、開発工事及び新規建設工事(以下「各工事」とする。)に先立ち、下記の図書

を総務管理課へ提出すること。また、下記の図書を自治会及び近隣住民に配布し、説明

を行うこと。 

(a)工事管理体制表(現場責任者名と連絡先を記載) 

(b)工事内容（工事工程表・工事時間帯・工事休み） 

⑭  工事中は、騒音、振動を抑えるよう配慮すること。工事車両の通行にあたっては、十分

な安全対策を講じるとともに、工事車両が集中しないよう配慮すること。 

⑮ 所有権の移転登記と同時に、５年間の転売禁止を定めた買戻特約の登記を行うものとす

る。その期間内は売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転はできません。但し、

落札者が契約日より５年を経過しないうちに第三者に所有権移転する旨の申し出があ

った場合等で、その理由を市が正当と認めるときは、買戻特約登記を解除することとす

る。 

⑯ 既存建築物、工作物や設備配管などの地下埋設物、その他当該売却物件用地に存するす

べてを現状有姿で売却しますので、物件の引き渡しはあるがままの状態である。 

⑰ 地上または地中の別に関わりなく、既存建築物、工作物等を撤去される場合は契約者の

責任（費用負担含む）において関係法令を遵守のうえ適切に実施すること。 

⑱ 売却物件（３２番）の南側隣接地（３７番１）上の建築物（家屋番号３７番 1の３、３

７番の１の２、１番２０、1番１９、１番１５）について、一部相手方の土間、下水管、

庇、マンホール等が当該売却物件側に越境しており、南側隣接地建物に勝手口があり売

却物件内を通行している状況である。また、本案内書１６頁の図面の通り、売却物件(３

２番)の敷地内に下水配管が横断している状況である。いずれに関しても越境に関する

覚書を結んでいるため、契約者に覚書を引き継ぐものとする。なお、土地利用計画にあ

たっては南側隣接地権利者と協議し、要望等があれば配慮するよう努めること。 

※なお、建築確認申請の敷地は建築物の越境を認めて設定することはできないことに留

意すること。 
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※⑥記載の道路境界線及び隣地境界線から建物の壁面まで有効５０cm 以上空けること

について、越境部分を含め有効５０cm以上空けることを認める。 

⑲ ⑱記載の越境物等が売却物件（３２番）の土地利用計画に支障をきたす場合であっても、

南側隣接地（３７番１）所有者及び南側隣接建築物（家屋番号３７番 1の３、３７番の

１の２、１番２０、1 番１９、１番１５）の所有者等に対して、解消にかかる費用等の

負担は求めないこと。 

Ⅶ そ の 他

（１）本案内書１０～１３頁「Ⅵ 土地利用条件」を厳守すること。ただし、やむを得ない

事由により、契約者が総務管理課及び関係部局と協議し、承諾を得た場合はこの限り

ではない。 

（２）明示書の写し及び境界確定書の写しを所有権移転後、契約者へ1部渡すものとする。 

（３）越境物について隣接地権利者と交わしている覚書を１部ずつ渡すものとする。 

（４）土壌汚染対策法に基づく要措置区域及び形質変更時要届出区域には該当せず。 
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付 近 見 取 図

○売却物件場所（現場見学会場所）   東大阪市中小阪一丁目２３番及び３２番 

○交通機関  

近鉄奈良線「河内小阪駅」から南へ徒歩約１５分 

近鉄大阪線及びＪＲおおさか東線「俊徳道駅」から東へ徒歩約１５分 

凡例        ： 売却物件 
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現 況 平 面 図

： 売却物件（中小阪一丁目23番及び32番）＜凡例＞
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東 大 阪 市 中 小 阪 一 丁 目 3 2 番

下 水 配 管 平 面 図

※図面の記載が現状と相違している場合は現状を優先すること
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契約書例 

市 有 財 産 売 買 契 約 書

 売払人東大阪市（以下「甲」という。）と買受人□□□□□（以下「乙」という。）とは、

次の条項により市有財産売買契約を締結する。 

（信義誠実の義務）

第１条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

（売買物件の表示）

第２条 売買物件は、次のとおりとする。 

所在地番：東大阪市中小阪一丁目２３番及び３２番 

地目：宅地  

地積：1,１７８.０９㎡ 

尚、売買物件上の建物の所有権は売買代金完納時に甲から乙へ移るものとする。 

（売買代金）

第３条 売買代金は、金□□□,□□□,□□□円とする。 

（契約保証金）

第４条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金□,□□□,□□□円を甲に納付し

なければならない。 

２ 前項の契約保証金は、損害賠償の予定又はその一部と解釈しない。 

３ 第１項の契約保証金には利息を付さない。 

４ 甲は、乙が次条に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく第１項に定め

る契約保証金を乙に還付する。ただし、第１項に定める契約保証金を売買代金に充当する

ことができる。 

（代金の支払）

第５条 乙は、売買代金を甲の発行する納入通知書により、本契約の締結日から３０日以内

に一括して甲の指定する金融機関に支払わなければならない。 

（所有権の移転及び登記の嘱託）

第６条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納したときに、乙に移転するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより売買物件の所有権が移転した後、速やかに甲に対して土地に関

する所有権移転登記を請求するものとし、甲はその請求により、遅滞なく所有権移転登記

を嘱託するものとする。この場合に必要な登録免許税その他の費用は、乙の負担とする。 

（売買物件の引渡）

第７条 甲は、前条第１項の定めにより売買物件の所有権が移転したときに、乙に対し現状

有姿のまま引渡しがあったものとし、乙は売買物件の受領書を甲に提出するものとする。 

（買戻特約） 

第８条 甲は、乙が第１１条各項の定めに違反した場合、第６条第１項に定める所有権移転

の日から５年以内に限り、乙に対し第３条に定める売買代金を支払い、売買物件を買い戻

すことができる。 

※買受人「乙」が共同買受による落札者である場合は、前文の末尾に次の一文を追記する。 

「なお、乙の各々は本件にかかる債務を連帯して負い、かつ、記載順位第一位の者が、甲への

債務の一切を代表する。」 
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２ 甲は、自らの買戻権を保全するため、第６条第２項に定める所有権移転登記と同時に買

戻特約の登記を嘱託するものとし、乙は甲に対し、当該登記の嘱託に必要な書面を速やか

に提出しなければならない。 

３ 第１項の定めにかかわらず、所有権移転の日から５年を経過しないうちに乙から甲に

対し買戻特約の解除にかかる申出があり、甲がその理由を正当と認めるときは買戻特約

を抹消することができる。 

４ 前項に定める買戻特約抹消の登記は、甲の嘱託によるものとする。 

（危険負担）

第９条 乙は、本契約締結のときから売買物件の引渡しのときまでにおいて、売買物件が甲

の責に帰することのできない事由により滅失し、又はき損した場合は、その損失は、乙の

負担とする。 

（契約不適合責任）

第１０条 甲は、売買物件を現状有姿で売り払うものであり、乙は、売買物件から過去に撤

去された建築物や工作物の基礎等の地下埋設物、または土壌汚染物質が発見もしくは検

出されるリスクがあることを承知するものとし、売買物件における品質上の問題（面積の

不足を含むが、これに限らない。）が発見された場合において、甲は、乙に対し一切の責

任を負わないものとする。 

２ 前項の場合において、乙は、修補による追完、売買代金の減額又は損害賠償を請求する

こと並びに契約の取り消しを主張することができない。 

（用途の制限等）

第１１条 乙及び乙より売買物件を譲り受けた第三者（以下「乙等」という。）は、売買物

件を用途地域に定められた指定以外の用途に供することのほか、それらの用に供するこ

ととなる土地の貸付並びにその他の権利の設定をすることはできない。 

２ 乙等は、前項の規定以外に甲が乙に所有権を移転した日から５年間、次に掲げる施設の

用途に供すること及びそれらの用に供することとなる土地の貸付並びにその他の権利の

設定をすることは、できないものとする。 

一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に定

められた風俗営業及び性風俗関連特殊営業の用途 

二 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号に規定する暴力団等の活動の用に供すること 

三 騒音、振動、粉塵、悪臭の発生等周辺の環境を悪化させる用に供すること 

３ 乙は、売買物件にかかる土地売払案内書に記載された各条件を遵守及び履行しなけれ

ばならない。 

（違約金）

第１２条 乙は、本契約に定める義務に違反したときは、違約金として売買代金の３０パー

セントを甲に支払わなければならない。ただし、乙の責に帰することができないものであ

ると甲が認めるときは、この限りではない。 

２ 前項の違約金は、第２０条に定める損害賠償の予定又はその一部と解釈しないものと

する。 

（使用禁止）

第１３条 乙は、売買代金を完納するまでは、売買物件を使用することができない。 
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（実地調査）

第１４条 甲は、第１１条各項に定める用途制限の履行状況を確認するため、臨時に実地調

査することができる。 

２ 乙は、正当な理由なく実地調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提

出を怠ってはならない。 

（契約の解除）

第１５条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しない場合（違反内容が軽微である場合を

含む。） において、何ら催告することなく本契約を解除することができる。 

（反社会的勢力との関係排除） 

第１６条 乙が次の各号に該当するときは、甲は契約を解除することができる。

(1) 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員

又はその支店若しくは営業所（常時業務の契約を締結する事務所をいう。）を代表するも

のをいう。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成三年法律第七十七号）第二条第六号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」

という。）であると認められるとき。 

(2) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められると

き。 

(3) 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益

を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するな

どしたと認められるとき。 

(4) 役員等又は経営に事実上参加している者が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を

供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、

若しくは関与していると認められるとき。 

(5) 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難され

るべき関係を有していると認められるとき。 

２ 甲が前項により契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、乙にその賠償

を請求することができる。 

（契約保証金の帰属）

第１７条 前２条により本契約を解除したときは、第４条第１項に定める契約保証金は、甲

に帰属する。また、乙の責に帰すべき事由により契約が無効又は履行不能となった場合に

おいてもまた同様とする。 

（返還金等）

第１８条 甲は、第１５条に定める解除権（以下「解除権」という）を行使したときは、乙

が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には、利息を付さない。 

２ 甲が、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。 

３ 甲が、解除権を行使したときは、乙は、売買物件に支出した必要費、有益費その他の費

用があっても甲には請求することができない。 

（原状回復の義務）

第１９条 乙は、甲が解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に

回復して返還しなければならない。ただし、甲が、売買物件を原状に回復させることが適
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当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。 

２ 乙は、前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、その

損害賠償として契約解除時の時価により、滅損額に相当する金額を甲に支払わなければ

ならない。 

３ 乙は、第１項に定めるところにより、売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期

日までに売買物件の所有権の抹消登記に必要な書類を甲に提出しなければならない。 

（損害賠償）

第２０条 乙は、本契約に違反したために甲に損害を与えたときは、甲の定める損害賠償金

を甲に支払うものとする。 

（返還金の相殺）

第２１条 甲は、第１８条第１項の定めるところにより、売買代金を返還する場合において、

乙が、第１２条に定める違約金を甲に支払う場合及び前条に定める損害賠償金を甲に支

払う義務があるときは、その全部又は一部と返還金とを相殺するものとする。 

（契約の費用）

第２２条 本契約の締結及び履行等に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。 

（管轄裁判所）

第２３条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟の提起等裁判上の手続きをするときは、甲の

事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。 

（疑義の決定）

第２４条 本契約の条項の解釈について疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項

については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 上記契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ各自その１通

を保有する。 

令和  年  月  日 

売払人  （甲） 東大阪市荒本北一丁目１番１号 

東大阪市 

代表者 東大阪市長  野 田 義 和       印 

買受人  （乙） 住所 □□□□□□□□ 

氏名  □□□□□□□□    印 
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※買受人「乙」が共同買受による落札者である場合は、次の共有持分割合の表を追記する。 

                        乙の共有持分割合 

買受人氏名 持分割合 
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